
年 1 月　 4 日

熊本県公安委員会　殿

年 1 月 1 日生

　私は、道路交通法施行規則第９条の９第１項第２号イ及びロに規定する

次の事項に該当するものではありません。

１　公安委員会の解任命令による解任の日から２年を経過していない。

２　下記の事故及び違反をした日から２年を経過していない。

 （1）　ひき逃げ事故　

 （2）　酒酔い運転（車両提供、酒類提供、同乗を含む）　

 （3）　酒気帯び運転等（車両提供、酒類提供、同乗を含む）　

 （4）　麻薬等運転　

 （5）　無免許運転（車両提供、同乗を含む）

 （6）　妨害運転

 （7）　公安委員会の自動車の使用制限命令違反　

 （8）　自動車の使用者等の義務違反

　　ア　酒酔い・酒気帯び運転の下命・容認

　　イ　麻薬等運転・過労運転の下命・容認

　　ウ　無免許・無資格運転の下命・容認

　　エ　最高速度違反の下命・容認

　　オ　積載制限違反の下命・容認

　　カ　放置駐車違反の下命・容認

（注意）：この書面は、安全運転管理者等になろうとする者が作成する書類です。
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